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障害児通所支援事業の

適正な運営について

兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課



定員の遵守について
定員の遵守（基準省令第39 条等）
利用定員及び指導訓練室の定員（入所の場合は入所定員及び居
室の定員）を超えて、支援の提供を行ってはならない。ただし、
災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限り
でない。

※サービスの提供に支障が生じることのないよう、事業所が定める
利用定員を超えた受入は原則禁止されている。

※定員超過利用減算にならない範囲であれば受入可能というわけで
はなく、指導の対象となる。



定員超過利用減算



・児童発達支援、放課後等デイサービス事業者には、サービス
の質の評価及び改善、並びに評価及び改善の内容の公表を行
うことが義務づけられています。

・公表の猶予期間を超えた場合は当該月から減算の適用。

【減算の適用期間及び適用範囲】
「報告がされていない月」から「当該状態が解消されるに
至った月まで」、利用児童全員について15％の減算を適用

サービスの質の評価・改善及び公表の実施



・障害児通所支援は、児童福祉法等の関係法令等（指定基準、
報酬算定基準等）に基づき実施することとされている。

・このほか、支援の質の向上を図るため、厚生労働省では、
事業を実施するにあたって必要となる基本的事項や、提供す
べき支援の内容等を示すガイドラインを定めている。

↓

ガイドラインの内容を踏まえ、適切にサービスを提供

ガイドラインを踏まえたサービスの提供



・ガイドラインは、厚生労働省ＨＰに掲載されています

「児童発達支援ガイドライン」
「放課後等デイサービスガイドライン」

○厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117
218.html

随時確認のうえ、事業所の適切な運営をお願いします

ガイドラインを踏まえたサービスの提供



障害児通所支援の在り方に関する検討会
・今後の障害児通所支援の在り方について検討するため、国にお
いて「障害児通所支援の在り方に関する検討会」が開催。

・検討状況について、HPに資料が掲載されるため閲覧可能

【参考】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19218.html

【参考】



障害児通所支援の質の向上について
• 平成 24 年度の制度再編以降、児童発達支援・放課後
等デイサービスのサービス利用者数は大きく増加

• サービスの内容が様々に広がり、障害児通所支援とし
て求められる適切な運営や支援の質の確保が常に課題

↓

国において障害児通所支援の在り方について検討







参考資料について
【参考資料1】サービス等利用計画と個別支援計画等について
【参考資料2】個別支援計画の作成に係る通知
【参考資料3】障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内
【参考資料4】自己評価結果公表について
【参考資料5】事故等発生時の報告取扱要領について
【参考資料6】第三者評価について
【参考資料7】福祉事業所における事業継続計画（ＢＣＰ）策定について
【参考資料8】BCP策定研修のお知らせ(11月15日開催)
【参考資料9】水防法等の改正について

※受講後は下記URLから受講確認票を必ず提出してください！（11/15〆）
https://www.e-hyogo.elg-
front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1634013593692


